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内
閣
総
理
大
臣

安

倍
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三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
報
道
課
長
に
よ
る
設
宴
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
報
道
課
長
に
よ
る
設
宴
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
大
臣
官
房
報
道
課
は
、
外
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
に
お
い
て
、
国
内

広
報
そ
の
他
啓
発
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
事
務
等
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
形
式
に
よ
り
予
算
を
計
上
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
課
長
が
報
道
関
係
者
か
ら
飲
食
接
待
を
受
け
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
届
出
等
特
段
の
手
続
は
要
し
な
い
。

御
指
摘
の
課
長
が
事
業
者
等
で
あ
る
報
道
関
係
者
か
ら
一
件
に
つ
き
五
千
円
を
超
え
る
飲
食
接
待
を
受
け
た
場
合
、
国
家

公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
贈
与
等
の
報
告
を
行
う
義
務
が
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
設
宴
高
裁
案
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
課
長
が
公
費
に
よ
り
会
合
を
行
う
場

合
に
は
、
外
務
省
に
お
い
て
必
要
な
手
続
を
と
っ
て
い
る
。

一



六
及
び
十
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
御
指
摘
の
課
長
が
現
職
に
発
令
さ
れ
た
平
成
十
六
年
八
月
一
日
以
降
、
国
家

公
務
員
倫
理
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
五
千
円
を
超
え
る
贈
与
等
又
は
報
酬
の
支
払
に
係
る
報
告
の
提
出
は
な
い
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
調
査
を
要
す
る
こ
と
も
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
課
長
を
含
む
外
務
省
の
職
員
は
、
外
務
省
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
な
各
種
の
情
報
を
正
確
に
把
握

す
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


